
１ 

 

 

インド関連資料 

優先権書類の認証英語翻訳文と、特許実施報告（Form 27）とに関し 

インド特許庁が特許規則の改正（案）を提示する 

 

 

 

                            ２０１９年０６月１７日 

 

                             

 

１．はじめに 
 

インド特許庁（IPO: Indian Patent Office）を監督するインド商工業省（"Ministry of Commerce 

and Industry"（"Department of Industrial Policy and Promotion"）は、2019年 5月 31日に、

特許規則改正（案）（"Draft Patents (Amendment) Rules, 2019"）を公表しました。 

 

インド特許庁は、今回の特許規則改正（案）に対し、パブリックコメントを広く一般に募集し

ており、その〆切は、2019年 6月 30日です。 

 

今回の特許規則改正（案）は、 

① PCT 国内段階移行出願における優先権書類の認証英語翻訳文（"verified English 

translation"）の提出、及び、 

② インドにおける特許実施報告（Form 27）に関するものです。 

 

上記の特許規則改正案①②について、以下に、詳細に説明します。 
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